
＝健全化判断比率の概要＝

＝健全化判断比率の算定結果と基準＝
平成27年度決算に係る比率の算定結果と健全化を判断する基準は次のとおりです

★健全化判断４比率

★資金不足比率

北海道 標津町　財政課 財政担当

一般会計 特別会計

事務組合

－

－

算定内容等

比率区分

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

この法律では４つの比率で自治体財政の健全性が、１つの比率で公営企業（料金収入のある特別会計）
の経営の健全性が判断されます。対象となる会計や事業は次のとおりです。

標 津 町

標津町は該当ありま
せん

消防組合や衛生組
合など（標津町の負
担分が対象）

第3セクター

行政運営の基本的な経
費

簡易水道や下水
道、病院事業など

国民健康保険や介
護保険など

③実質公債費比率

④将来負担比率

－

8.3%

－

平成27年度
の 比 率

充当可能財源が将来負担額を上
回るため、負担比率は算定されま
せん。【参考：負担比率 ▲56.1%】

-

20%以上

35%以上

15%以上

20%以上

35%以上25%以上

350%以上

〔経営健全化基準は20%以上〕

会計区分

病院会計

簡易水道会計

下水道会計

金山休養施設等会計

サーモンパーク会計

各会計とも資金不足額がない
ため資金不足比率はありませ
ん。（平成26年度も比率はあ
りませんでした。）

－

－

健全化判断基準
平成27年度の算定内容

平成27年度 平成26年度

健全化判断比率

（赤信号）（黄信号）
財政再生早期健全化

－

－

一般会計が黒字となったことか
ら、赤字比率は算定されません。
【参考：黒字比率 8.8】

全会計の合計が黒字となったこ
とから、赤字比率は算定されませ
ん。【参考：黒字比率 12.7%】

借入金返済のピーク（平成15年
度）を過ぎたことから、この比率
は毎年改善しています。

－

－

9.5%

①実質赤字比率 ★資金不足比率 

②連結実質赤字比率 （全会計の赤字の状況を示す比率） 

（一般会計の
赤字の状況を
示す比率） 

③実質公債費比率 （事務組合を含めた借入金返済の状況を示す比率。3年平均を用いる） 

④将来負担比率 （借入金や退職手当支給予定額などの将来負担が見込まれる金額の状況を示す比率） 

（料金収入等のある特別会計ごとに計算す
るもの。一般会計の赤字に相当する資金不
足額の状況を示す比率） 

                                              平成27年度決算ベース   


